
静岡県選挙管理委員規程第４号 

 最高裁判所裁判官国民審査法により審査に付される裁判官の氏名等の掲示及び審査公報発行規程の一部を

改正する規程を次のように定める。 

  平成29年９月30日 

                       静岡県選挙管理委員会委員長  立 石  健 二 

最高裁判所裁判官国民審査法により審査に付される裁判官の氏名等の掲示及び審査公報発行規程の一

部を改正する規程 

 最高裁判所裁判官国民審査法により審査に付される裁判官の氏名等の掲示及び審査公報発行規程（昭和23

年選挙管理委員会告示第77号）の一部を次のように改正する。 

 第１条を削る。 

 第２条を第１条とし、次のように改める。 

最高裁判所裁判官国民審査法（昭和22年法律第136号。以下「法」という｡)第14条の２第３項（同条第４項

において読み替えて準用する場合を含む｡)の規定による掲示は別記第１号様式又は別記第２号様式により、

法第52条の規定による掲示は別記第３号様式による。 

 第３条を第２条とし、「掲示」を「前条の掲示」に改める。 

第４条を第３条とし、「最高裁判所裁判官国民審査法（昭和22年法律第136号）第53条」を「法第53条」

に、「別記第２号様式」を「別記第４号様式」に改める。 

 第５条を第４条とし、同条第２項中「令第31条」を「最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和23年政令

第122号）第28条」に改める。 

 第６条を第５条とする。 

 別記第１号様式を別記第３号様式とし、次のように改める。 

別記第３号様式(第１条関係) 
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 審 査 に 付 さ れ る

裁 判 官 の 氏 名 

  最 高 裁 判 所 裁 判 官 に 

任 命 さ れ た 年 月 日 

備 考 一 標 題 の 位 置 は 、 上 部 又 は 右 横 側 と す る 。 

二 な る べ く 板 材 を 使 用 し 、 そ の 大 き さ は 見 易 い も の と し て 風 雨 等 に よ り 破 損 剥 落 の 

な い よ う 掲 示 箇 所 を 設 備 す る こ と 。 

   三 氏 名 及 び 任 命 年 月 日 が 同 一 で あ る 者 が ２ 人 以 上 あ る 場 合 に お い て は 、 「 最 高 裁 判 所 裁 判 官 に

任 命 さ れ た 年 月 日 」 の 欄 の 下 に 欄 を 追 加 し て 、 こ れ ら の 者 を 区 別 す る に 足 り る 事 項 と し て 中 央

選 挙 管 理 会 が 定 め る 事 項 を 掲 載 す る こ と 。 



 別記第２号様式を別記第４号様式とし、同様式中「第４条関係」を「第３条関係」に改める。 

別記第１号様式及び別記第２号様式を次のように加える。 

別記第１号様式(第１条関係) 

  注 意 事 項 

  最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 に お い て 、 投 票 用 紙 に 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 と し て そ の 氏 名 が 印 刷 さ れ 

た  氏 名  は 、 最 高 裁 判 所 国 民 審 査 法 第 五 条 第 三 項 （ 第 五 条 第 五 項 ） （ 第 五 条 の 三 第 一 項 ） に 規

定 す る 場 合 に 該 当 し 、 審 査 に 付 さ れ な い こ と と な っ た た め 、  氏 名  の 上 の

×

を 書 く 欄 に は 何 も

書 か な い で く だ さ い 。 

   平 成  年  月  日 

   何 市 （ 区 ） （ 町 ） 選 挙 管 理 委 員 会 

備 考 一 投 票 用 紙 に 氏 名 が 印 刷 さ れ た 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 の 中 に 最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 法 第 五

条 第 三 項 若 し く は 第 五 項 又 は 第 五 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 す る 者 が あ る 場 合 は 、 こ

の 様 式 を 用 い る こ と 。 

二 掲 示 は 、 審 査 人 の 見 や す い 適 切 な 大 き さ の も の と し 、 審 査 人 が 他 の 掲 示 と 間 違 う こ と の な い

よ う に 行 う こ と 。 

別記第２号様式(第１条関係) 

  注 意 事 項 

  最 高 裁 判 所 裁 判 官 国 民 審 査 に お い て 、 投 票 用 紙 に 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 と し て そ の 氏 名 が 印 刷 さ れ 

た 変 更 前 氏 名 は 、 年 月 日 最 高 裁 判 所 国 民 審 査 法 第 五 条 の 三 第 三 項 に 規 定 す る 場 合 に 該 当 

し 、 変 更 後 氏 名 に 変 更 が 生 じ ま し た 。 投 票 用 紙 に は 、 変 更 前 の 氏 名 で あ る 変 更 前 氏 名 と し て 

印 刷 さ れ て い ま す 。 

   平 成  年  月  日 

   何 市 （ 区 ） （ 町 ） 選 挙 管 理 委 員 会 

備 考 一 投 票 用 紙 に 氏 名 が 印 刷 さ れ た 審 査 に 付 さ れ る 裁 判 官 の 中 に 氏 名 の 変 更 が 生 じ た 者 が あ る 場 合

は 、 こ の 様 式 を 用 い る こ と 。 

二 掲 示 は 、 審 査 人 の 見 や す い 適 切 な 大 き さ の も の と し 、 審 査 人 が 他 の 掲 示 と 間 違 う こ と の な い

よ う に 行 う こ と 。 

   附 則 

この規程は、公表の日から施行する。 


